
第２次 名古屋駅周辺地区
都市再生安全確保計画（案）

の概要

第４回名古屋駅周辺地区安全確保計画部会

平成28年2月12日
1

都市再生特別措置法
第１９条の１３第１項

大規模な地震が発生した場合における
滞在者等の安全の確保を図るために必要
な退避経路、一定期間退避するための退
避施設、備蓄倉庫その他の施設の整備等
に関する計画
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各分科会

全体構成
はじめに

§１ 基本的な方針

§２ 実施する事業等

おわりに

【参考資料】
・「退避施設開設・運営ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（試行版）」の概要
・「情報伝達ガイドライン＜中間案＞」の概要
・帰宅困難者等の推計
・用語の定義 4



§１ 滞在者等の安全の確保
に関する基本的な方針

5

当地区の目指す将来像

資料２－１

【Ｐ２】
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対象範囲及び推計結果
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滞在者･来訪者数

約18.8万人

帰宅困難者数

約7.7万人

帰宅困難来訪者数

約3.4万人

資料２－１

【Ｐ２,１１】

地区内事業者の災害への備え
●ＢＣＰの策定状況

●安全確保計画の認知度

資料２－１

【Ｐ９,１０】
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帰宅困難者等の発災時の行動
帰宅困難者

・自ら積極的に情報収集し、安全な場所に自ら避難
・自らの判断で安全を確認し帰宅
・共助の意識をもって行動

事業者

・従業者等の一斉帰宅抑制
・退避施設等の提供
・情報の伝達等による
帰宅困難者の支援

行政

・災害情報等の提
供等による帰宅
困難者の支援

連携

支援 協力 支援

資料２－１

【Ｐ１２】
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計画が目指す目標

１．発災直後の混乱回避と

発災後概ね２４時間後までの

滞在者等の安全確保と帰宅支援

２．発災後の都市機能の維持と

事業継続性の確保

３．平常時における防災意識の共有化と向上

資料２－１

【Ｐ１３】
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目標実現に向けての取組み（１）

資料２－１

【Ｐ１４】

11

      

施
設
管
理
者
等 

 

 

行 

政 

 

  

 

一時退避場所・退避施設の拡充

◆名古屋駅周辺まちづくり構想の推進 

◆意識啓発活動 

◆避難訓練の実施 

◆安全確保施設の整備・管理 

第２次計画策定（Ｈ28.2） 

◆耐震改修の促進 

帰宅困難来訪者の削減 

◆安全確保施設の整備支援等 

◆退避施設開設・運営マニュアルの作成、訓練の実施（退避施設の管理者等） 

◆情報伝達体制の構築に向けた準備 

第３次計画策定 第１次計画策定（Ｈ26.2） 

目標実現に向けての取組み（２）
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【Ｐ１４】
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§２ 滞在者・来訪者の安全の
確保のために実施する事業等
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①発 災 直 後： 屋内待機、一時退避場所・近隣の広域避難場所等へ

②～ ６時間まで： 徒歩帰宅支援、建物点検・退避施設への受入れ

③～２４時間まで： 退避施設で退避、他地区へ移動開始

誘導の方向性

資料２－１

【Ｐ１６】
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具体的な取組み

 

１ 一斉帰宅の抑制 

２ 情報伝達 

３ 一時退避場所・退避施設の確保 

４ 帰宅支援 

５ 啓発・訓練 

〇 

〇 

〇 

〇 

× 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

発災時 平常時 区  分 
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【Ｐ１６】
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都市再生安全確保施設

一時退避場所：4.2万人 ⇒ 4.3万人
（14施設） （16施設）

退 避 施 設 ：0.4万人 ⇒ 1.6万人
（7施設） （23施設）

資料２－１

【Ｐ２１-２３】
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都市再生安全確保施設の位置図

資料２－１

【Ｐ２４】
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【参考資料】
・「退避施設開設・運営ガイドライン
（試行版）」の概要

・「情報伝達ガイドライン＜中間案＞」
の概要
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（退避施設開設運営ガイドラインより抜粋）

発災時の対応（１）

資料２－１

【Ｐ２７】
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発災時の対応（２）
（退避施設開設運営ガイドラインより抜粋）

資料２－１

【Ｐ２７】
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発災時の対応（３）
（退避施設開設運営ガイドラインより抜粋）

資料２－１

【Ｐ２７】
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情報提供にかかる基本事項（１）
（情報伝達ガイドライン＜中間案＞より抜粋）

【提供が求められる情報（発災時）】 【発信者・伝達手段】

区分 種類・内容

●周知・注意喚起 ・安全確保、混乱回避

●情報入手・提供
方法

・各種ウェブサイト等の
アドレス及び使用方法

・通信スポット等の場所

●滞在者・来訪者を
安全に退避・帰宅さ
せるための情報

・地震情報
・安否確認
・避難場所
・医療
・各地の被害
・ﾗｲﾌﾗｲﾝ
・退避施設

・公共交通
・建物被害
・一時退避場所
・帰宅支援
・道路、橋梁
・気候

発
信
者

◇行政
◇報道機関等
◇事業者
◇その他

（滞在者等）

伝
達
手
段

■インターネット
■公共放送
■電話・ＦＡＸ
■その他

（情報伝達施設等）

×

資料２－１

【Ｐ３０-３３】
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情報提供にかかる基本事項（２）
（情報伝達ガイドライン＜中間案＞より抜粋）

【提供が求められる情報（平常時）】 【発信者・伝達手段】

発
信
者

◇行政
◇報道機関等
◇事業者
◇その他
（滞在者等）

伝
達
手
段

■インターネット
■公共放送
■電話・ＦＡＸ
■その他
（情報伝達施設等）

×

区分 種類・内容

○啓発関連情報
・発災時の混乱回避
・一時退避場所、退避施設
の情報

○情報入手・提供
方法

・各種ウェブサイト等の
アドレス及び使用方法

・通信スポット等の場所

資料２－１

【Ｐ３０-３３】
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http://www.nipic.com/show/2/73/c063d382b91d652c.html 

官民連携
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